








研究の概要と分担 

精神遅滞のモニタリングを実施する場合に検討すべき事項として(1)目的にそった必要な

マーカーの設定,(2)リスク要因,リスク徴候について一次的な情報の提供,(3)情報の内容

について精度の確認,(4)情報にもとづき個々の例についての対策の立案と実施,(5)実施さ

れた効果の評価,(6)広域地域について情報収集と管理,各地域の対策の全般的な把握,事後

の対策の立案や勧告,などをあげることができる。それぞれの項目について,責任をもつ人

と場所を設定する必要があろう。 

昭和 54 年度は,精神遅滞およびその辺縁群について,都市の保健所,センター的大病院,大

都市郊外のセンター的障害児訓練療育施設についてそれぞれ武貞,鈴木,有馬が分担し,そ

の役割の現時点における特徴を明らかにした。本年度はそれを継続してそれぞれの機関に

おける活動の状況をさらに明確にし,精度や効果の向上に資するとともに,新しい情報源と

して保育所,幼稚園などを加えた。 

昭和 55 年度から新たに加わった研究協力者については,それぞれ以下の点を分担し,現状

と将来の方向性についての具体的な資料を出していただくことにした。(1)早期診断のため

に重要なリスク要因とリスク徴候を選び出し,その妥当性の検討(山下),(2)リスク徴候と

して重要性が知られているけいれん性疾患の実態把握(大田原),(3)県レベルにおいて疫学

的に実態を把握する場合に必要な情報源の活用と,その精度に関連する要因の分析(竹

下),(4)従来,日本および諸外国において発表されてきた代表的な精神遅滞の頻度調査につ

いて方法論的な review の作製と,その長所欠点を明確にする(長畑)。 


